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規

則

■群
馬
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
二
月
一
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
規
則
第
七
号

群
馬
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

群
馬
県
財
務
規
則
（
平
成
三
年
群
馬
県
規
則
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
百
一
条
の
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

指
定
代
理
納
付
者
に
納
付
さ
せ
る
歳
入

当
該
指
定
代
理
納
付
者
が
納
付
す
る
歳

四

の
事
務
取
扱
手
数
料

入

第
百
二
条
第
一
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
相
手
方
と
の
契
約
等
に
、
特
別
の
定
め
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
百
二
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

会
計
管
理
者
又
は
出
納
員
は
、
前
項
の
繰
替
払
を
し
た
と
き
は
、
次
項
に
規
定
す
る
場
合
を
除

き
、
繰
替
伝
票
（
繰
替
払
計
算
書
及
び
繰
替
払
報
告
書
を
い
う
。
）
を
起
票
し
、
繰
替
払
計
算
書

を
収
入
調
定
者
に
、
繰
替
払
報
告
書
を
支
出
命
令
者
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

第
五
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
直
接
収
納
し
た
場
合
は
、
現
金
領
収
伝
票
へ
必
要
事
項
を
記

載
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
百
二
条
第
四
項
を
削
り
、
同
条
第
五
項
中
「
第
二
項
」
の
下
に
「
（
県
税
の
報
奨
金
、
法
人
の

県
民
税
の
利
子
割
額
の
控
除
不
足
額
に
係
る
還
付
金
又
は
県
税
等
の
還
付
加
算
金
の
繰
替
払
を
し
た

と
き
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
「
領
収
済
通
知
票
（
払
込
用
）
」
を
「
繰
替
払
計
算
書
」
に
改
め
、

同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
六
項
中
「
支
出
命
令
者
は
」
の
下
に
「
、
第
二
項
の
繰
替
払
報

告
書
」
を
加
え
、
「
、
第
四
項
の
県
税
繰
替
払
報
告
書
」
を
削
り
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
す
る
。

第
百
十
一
条
の
二
並
び
に
第
二
百
五
十
六
条
第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
県
税
繰
替
払
計
算
書
」
を

「
繰
替
払
計
算
書
」
に
改
め
る
。

別
表
第
四
支
出
負
担
行
為
整
理
区
分
表

の
表
繰
替
払
の
項
中
「
県
税
繰
替
払
報
告
書
」
を
「
繰

替
払
報
告
書
」
に
改
め
る
。

別
表
第
六
中
「
県
税
繰
替
払
計
算
書
」
を
「
繰
替
払
計
算
書
」
に
、
「
県
税
繰
替
払
報
告
書
」
を

「
繰
替
払
報
告
書
」
に
、
「
県
税
繰
替
伝
票
」
を
「
繰
替
伝
票
」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
八
十
六
号
中
「県

税
繰
替
払
計
算
書

」
を
「繰

替
払
計
算
書

」
に
、

「出
納
員

「所
属

名
所

属

を

に
改
め
、
「県

税
を

」
を
削
る
。

出
納
員
氏
名

」

氏
名

印

」

別
記
様
式
第
八
十
七
号
中
「県

税
繰
替
払
報
告
書

」
を
「繰

替
払
報
告
書

」
に
、

「出
納
員

「所
属

名
所

属

を

に
改
め
、
「県

税
を

」
を
削
る
。

出
納
員
氏
名

」

氏
名

印

」

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
群
馬
県
財
務
規
則
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
て
い
る
用

紙
は
、
当
分
の
間
、
適
宜
補
正
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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